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職場における風しんの追加的対策について（協力依頼） 

 
平素は、大阪府の健康医療行政にご理解・ご協力いただき、お礼申し上げます。 

風しんは感染力が強く、妊娠初期の妊婦が感染すると、心疾患や難聴などの障がいのある先天性

風しん症候群（CRS）の子どもが生まれる可能性があることから、感染を防止する必要がありま 

す。 

「風しんの追加的対策」に関しては平成 30 年の全国的な風しん流行を受け、令和元年度より 

昭和 37 年４月２日から昭和 54 年４月１生まれの男性を対象に実施しています。 

対象者は働く世代であり、抗体検査を受検する時間を確保するのが困難であることから、風

しんの抗体検査受検率向上に向け、企業が実施する職域検診や人間ドックの機会において一緒

に抗体検査を受検することが重要と考えております。 

そこで、新たに職域検診や人間ドックを行う医療機関に対し、対象者が市町村から送付され

たクーポン券を持参すれば、健康診断と一緒に風しん抗体検査を受検できるように働きかける

こととしました。 

つきましては、昨年も貴会に対して風しんの抗体検査や予防接種に係る周知等を依頼させて

いただきましたが、改めて貴会の会員に対して、下記の事項の周知等を図っていただくととも

に、貴会として風しん排除に向けた機運づくりにご協力いただきますようお願いします。 

 

 
記 

 
１ 事業所で定期健康診断を実施する際、健診機関において風しんの抗体検査が実施可能

であるかを確認していただくなど、対象男性の風しん抗体検査の受検機会拡大の観点か

ら、定期健康診断と抗体検査を一緒に受けることができるようご配慮いただきたい。 

 

２ 従業員の対象男性に、医療機関や定期健康診断で風しんの抗体検査を受けるよう働き

かけを行っていただきたい。 

 
３ 従業員の対象男性が、抗体検査や予防接種の受診を希望した場合は、その受診に対し

最大限配慮していただきたい。 

 
４ 本対策について、事業所内で広く周知していただきたい。 
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お住いの市町村

対象者の自宅に無料の抗体検査と予防接種に
必要なクーポン券を送付

対象者自宅

地域医療機関での抗体検査受検も可能

地域医療機関

勤務先

大阪府

健康診断・人間ドック
利用医療機関

医師会等経済団体

〇風しん抗体無料検査事業（イメージ）

・健康診断や人間ドックの実施を依頼
・対象者のクーポン券利用可否について予め確認

企業の従業員に対象者がいれば、
クーポン券を利用するよう呼びかけ

会員へ周知会員へ周知

・健康診断等と抗体検査の同時受検の推進
・対象者へ積極的なクーポン券利用を働きかけ
・事業所内での周知

協力依頼 協力依頼

・抗体検査、予防接種受託医療機関の登録を依頼
・企業に対し、健康診断時のクーポン券利用を呼びかけ

課題

昭和37年４月２日生まれ～
昭和54年４月１日生まれの男性

通勤

同時受検の体制整備

〇【新規】健康診断等との同時受検（イメージ）

受検勧奨 クーポン券提出

対象者は働く世代

時間の確保が困難

※クーポン券を紛失した場合、
市町村において再発行が可能


